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口市
地
域
経
済
振
興
課

市
内
に
本
社
が
あ
る
法
人
ま
た

は
、
市
内
に
住
所
が
あ
る
個
人
の

施
工
業
者
を
利
用
し
て
、
住
宅
の

改
修
な
ど
を
行
う
場
合
に
、
そ
の

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
地
域
経
済
の
活

性
化
、
居
住
環
境
の
向
上
、
定
住

人
口
の
増
加
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
し
て
い
ま
す
。

対
象
工
事　

次
の
①
〜
③
を
全
て

満
た
し
て
い
る
工
事

①
「
増
築
、
改
築
、
修
繕
等
の
工

事
」「
下
水
道
工
事
」「
外
構
工

事
」「
防
犯
対
策
工
事
」「
省
エ

ネ
対
策
工
事
」
の
い
ず
れ
か
の

工
事
（
新
築
工
事
お
よ
び
新
築
工

事
と
併
せ
て
行
う
工
事
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
）

②
平
成
29
年
度
中
の
工
事
（
４
月

１
日
以
降
に
着
工
し
、
平
成
30
年
３

月
31
日
ま
で
に
完
了
す
る
工
事
）

③
助
成
対
象
工
事
の
経
費
が
20
万

円
以
上
（
消
費
税
を
含
む
）
の
工

事
※
対
象
と
な
る
工
事
に
つ
い
て
、

本
事
業
と
併
せ
て
、
他
の
補
助

（
国
・
県
や
彦
根
市
）
を
受
け
る

場
合
、
他
の
補
助
の
対
象
と
な

る
経
費
は
、
助
成
対
象
経
費
か

ら
外
し
ま
す
。
事
前
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
本
事
業
の
「
手
引

き
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
手

引
き
」
は
、

地
域
経
済
振
興

課
（
市
役
所
３
階
）、
支
所
、
各

出
張
所
で
配
布
す
る
ほ
か
、
彦

根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す
。

対
象
住
宅　

市
内
の
住
宅
。
た
だ

し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合

住
宅
は
自
己
所
有
部
分
の
み

が
、
店
舗
な
ど
と
の
併
用
住
宅

は
居
住
部
分
の
み
が
対
象
で

す
。
事
務
所
や
店
舗
、
賃
貸
ア

パ
ー
ト
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

申
請
要
件　

次
の
①
〜
④
を
全
て

満
た
す
こ
と
。

①
申
請
者
は
、
申
請
す
る
市
内
の

住
宅
に
居
住
し
、
そ
の
場
所
に

住
民
登
録
を
し
て
い
る
こ
と

②
申
請
す
る
住
宅
（
外
構
工
事
の
場

合
は
、
そ
の
住
宅
の
敷
地
を
含
む
）

は
、
申
請
者
ま
た
は
そ
の
２
親

等
内
の
親
族
が
所
有
し
て
い
る

こ
と

③
申
請
者
は
、
申
請
時
に
市
税
の

滞
納
が
な
い
こ
と

④
申
請
す
る
住
宅
（
そ
の
住
宅
の
敷

地
を
含
む
）
に
係
る
固
定
資
産

税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

▼
助
成
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
同

一
の
住
宅
、
同
一
の
敷
地
内
お

よ
び
同
一
人
に
対
し
て
１
回
限

り
で
す
。

▼
対
象
と
な
る
住
宅
お
よ
び
土
地

が
共
有
名
義
で
も
、
複
数
人
に

よ
る
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ

ん
。

▼
平
成
28
年
度
「
住
も
う
よ
！
ひ

こ
ね
」
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
を
利

用
し
た
人
は
、
申
し
込
む
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

▼
個
人
の
施
工
業
者
が
自
ら
の
住

宅
の
改
修
等
を
行
う
場
合
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

助
成
額　

①
助
成
対
象
工
事
経
費
の
10
％

で
、
最
高
10
万
円
（
千
円
未
満

は
切
り
捨
て
）

②
次
の
い
ず
れ
か
の
世
帯
に
該
当

す
る
場
合
は
、
助
成
工
事
経
費

の
15
％
で
、
最
高
15
万
円
（
千

円
未
満
は
切
り
捨
て
）

移
住　

平
成
28
年
４
月
１
日
か

ら
交
付
申
請
日
ま
で
に
彦
根

市
外
か
ら
彦
根
市
に
転
入

し
、
居
住
を
継
続
し
て
い
る

新
婚　

平
成
28
年
４
月
１
日
以

後
に
婚
姻
の
届
出
を
し
、
交

付
申
請
日
に
同
居
し
て
婚
姻

を
継
続
し
て
い
る

子
育
て　

交
付
申
請
日
に
中
学

生
以
下
の
人
が
同
居
し
て
い

る
三
世
代
同
居　

交
付
申
請
日
に

親
・
子
・
孫
な
ど
の
三
世
代

以
上
が
同
一
の
敷
地
内
に
居

住
し
て
い
る

※
各
世
帯
と
も
世
帯
全
員
が
住

民
登
録
し
、
同
居
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

申
込
方
法　
「
第
１
回
事
前
申
し

込
み
」　

地
域
経
済
振
興
課
、

支
所
、
各
出
張
所
に
あ
る
「
事

前
申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
書

い
て
、

地
域
経
済
振
興
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
　

申
込
者
が
多
数
の
場
合
は
、

予
算
の
範
囲
内
で
抽
選
を
行
い

ま
す
。
当
選
者
に
は
、「
助
成

候
補
者
決
定
通
知
書
」
と
交
付

申
請
の
方
法
を
明
記
し
た
「
助

成
金
交
付
申
請
の
案
内
」
を
、

落
選
者
に
は
「
落
選
通
知
書
」

を
そ
れ
ぞ
れ
６
月
中
旬
に
送
付

「
住
も
う
よ
！ 

ひ
こ
ね
」
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業

市
内
業
者
で
施
工
す
る
リ
フ
ォ
ー
ム
の

経
費
を
一
部
助
成
し
ま
す

し
ま
す
。

受
付
期
間
（
第
１
回
）

４
月
３
日
㈪
〜
５
月
31
日
㈬

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
「
第
２
回
事
前
申
し
込
み
」
は
、

９
月
１
日
㈮
か
ら
予
定
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
広
報
ひ
こ

ね
９
月
１
日
号
に
掲
載
し
ま

す
。

留
意
事
項　

事
前
申
し
込
み
を
す

る
人
は
、
当
選
に
備
え
、
工
事

前
に
、
本
事
業
の
「
手
引
き
」

を
ご
確
認
の
上
、
必
要
書
類
を

準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
書

類
が
不
足
す
る
場
合
は
、
申
請

を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
特
に
、
工
事
前
に
工
事

箇
所
の
詳
細
な
写
真
を
撮
影
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

地
域
経
済
振

興
課
☎
30-

６
１
１
９
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
24-

９
６
７
６
番
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軽自動車税の
グリーン化特例（軽課）が延長されます

排出ガス性能および燃費性能の優れた、環境負荷が
小さい車両にかかる軽自動車税を軽減するグリーン化
特例（軽課）の特例措置が 1 年間延長されました。

初度検査年月が平成 28 年４月〜平成 29 年３月の
三輪、四輪の軽自動車で次の基準を満たす車両は、平

成 29 年度分の軽自動車税に限り特例が適用されま
す。詳しくは、5 月中旬頃に届く納税通知書をご確認
ください。
問い合わせ先
　 税務課☎ 30-6140、FAX22-1398

▲自動車検査証。初度検査年月は赤枠内に、各基準の達成率は
備考欄に記載されています。

重課税率の適用車両
平成 29 年度以降、初度検査年月が平成

16 年 3 月以前の三輪、四輪の軽自動車は重
課税率が適用されます。税率は右表のとおり
です。

軽四輪

乗用　自家用
　　　営業用
貨物　自家用
　　　営業用

重課税率車種

軽三輪

12,900円
8,200円
6,000円
4,500円
4,600円

軽四輪

通常の税率

2,700円
1,800円
1,300円
1,000円

1,000円

5,400円
3,500円
2,500円
1,900円

2,000円

8,100円
5,200円
3,800円
2,900円

3,000円

乗用　自家用
　　　営業用
貨物　自家用
　　　営業用

グリーン化特例（軽課）適用税率

車種

10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

3,900円

【軽減区分】
（ア）　電気軽自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10%低減）
（イ）　平成17年排出ガス基準75%低減達成（★★★★）かつ
　　　　乗用：平成32年度燃費基準＋20%達成車
　　　　貨物：平成27年度燃費基準＋35%達成車
（ウ）　平成17年排出ガス基準75%低減達成（★★★★）かつ
　　　　乗用：平成32年度燃費基準達成車
　　　　貨物：平成27年度燃費基準＋15%達成車
※（イ）、（ウ）はガソリン車（ハイブリッド車含む）に限る。
※初度検査年月、各基準の達成率は自動車検査証（車検証）でご確認
ください。

平成27年4月1日以降に
初度検査を受けた車両

（ア）
75%軽減

（イ）
50%軽減

（ウ）
25%軽減

軽三輪

［

［

春の全国交通安全運動
4月6日㈭～同 15日㈯
　　子どもと高齢者の交通事故防止
　　　～事故に遭わない、起こさない～

一人ひとりが「止まる・見る・待つ」を積極的に行い、
交通事故のない彦根を目指しましょう。
問い合わせ先　 交通対策課☎ 30-6134、FAX24-5211


